
寒 河 江 市 長　殿 年　　　月　　　日

１．住宅用家屋証明書 　　　通

　　　通

３．そ の 他 （　　　　　　　　　　） 　　　通

　の証明です。

　なお、詳しいことは市民生活課へお問い合わせください。

℡（０２３７）-８５-１８５４（直通）

２．住宅用家屋証明書は租税特別措置法第７２条、第７３条、第７４条

　の証明です。

〔申請について〕

１．申請者は実際に窓口に来られた方が記入してください。

３．住居表示変更証明書は地方自治法第２６０条の規定等に基づき住所

諸 証 明 書 交 付 請 求 書

申 請 者

（窓口にきた方）

ど

な

た

の

　

な

に

が

必

要

で

す

か

住　所

氏　名

フリガナ

　寒河江市住　　　所

氏　　　名

フ リ ガ ナ

２．独身証明書

　  （住所欄には本籍と筆頭者を記入してください）

交　付　月　日　・　金　　　　額

受　付

作　成


